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(57)【要約】
【課題】　配水管のＳ字形やＵ字形に折れ曲がったトラ
ップ部分の清掃に適し、しかも、該排水管の詰まりの解
消だけでなく、該配水管の内面に付着した汚れも除去す
ることが可能な排水管用清掃具を提供する。
【解決手段】　棒状の排水管用清掃具について、前記排
水管用清掃具は弾性部材からなり、前記排水管用清掃具
は一又は複数の突起部を備え、前記排水管用清掃具の断
面が略円形、略楕円形又は多角形であり、前記排水管用
清掃具はその外径がその一端である基端側から他の一端
である先端側に向かって徐々に細くなるように、又は前
記排水管用清掃具が、長手方向と短手方向を有する板状
体からなり、前記排水管用清掃具はその短手方向の長さ
がその一端である基端側から他の一端である先端側に向
かって徐々に短くなるように構成する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棒状の排水管用清掃具であって
　前記排水管用清掃具は弾性部材からなり、前記排水管用清掃具は一又は複数の突起部を
備え、前記排水管用清掃具の断面が略円形又は略楕円形であることを特徴とする排水管用
清掃具。
【請求項２】
　第1項に記載の排水管用清掃具であって
　前記排水管用清掃具はその外径がその一端である基端側から他の一端である先端側に向
かって徐々に細くなることを特徴とする排水管用清掃具。
【請求項３】
　棒状の排水管用清掃具であって
　前記排水管用清掃具は弾性部材からなり、前記排水管用清掃具は一又は複数の突起部を
備え、前記排水管用清掃具の断面が多角形であることを特徴とする排水管用清掃具。
【請求項４】
　第３項に記載の排水管用清掃具であって
　前記排水管用清掃具はその外径がその一端である基端側から他の一端である先端側に向
かって徐々に細くなることを特徴とする排水管用清掃具。
【請求項５】
　第３項に記載の排水管用清掃具であって
　前記排水管用清掃具が、長手方向と短手方向を有する板状体からなることを特徴とする
排水管用清掃具。
【請求項６】
　請求項５に記載の排水管用清掃具であって
　前記排水管用清掃具はその短手方向の長さがその一端である基端側から他の一端である
先端側に向かって徐々に短くなることを特徴とする排水管用清掃具。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の排水管用清掃具において、
　前記排水管用清掃具の先端部が尖形形状であることを特徴とする排水管用清掃具。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の排水管用清掃具において、
　前記排水管用清掃具が、生分解性樹脂部材からなることを特徴とする排水管用清掃具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｓ字型やＵ字型の排水管を清掃する排水管用清掃具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　洗面所又は台所等のＳ字型やＵ字型の排水管は、ブラシなどを弾性のない棒に接合した
排水管用清掃具では十分に排水管内の異物を除去することができないため、そのような排
水管の清掃具として例えば、ワイヤが螺旋状に巻かれて形成された弾性変形可能なコイル
状のばね線と、把持用のグリップと、捻られた複数本の針金間に繊維を挟持させることに
より形成されたブラシとを備え、前記ばね線は、ワイヤが密に巻かれた基端側の第１ばね
線部と、ワイヤが粗に巻かれた先端側の第２ばね線部とから成り、前記第１ばね線部に前
記グリップが連結され、前記第２ばね線部の内部に少なくとも一つの前記ブラシが繊維を
螺旋の隙間から外方に突出させた状態で配置され、前記繊維を螺旋に沿って回転させるこ
とにより前記ブラシが前記第２ばね線部に沿って移動可能としたものが知られている（特
許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－０５６４０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、異物除去の手段としてブラシを用いると、清掃具を排水管内に挿入する際に排
水管内の異物の内の多くを押し込んでしまい、排水管のさらに奥で管が詰まるおそれがあ
り、また、清掃作業後の清掃具の洗浄に際し、例えば髪の毛ヘドロがブラシの繊維に絡み
つき、清掃具を速やかに清潔に洗浄することが困難であるという問題がある。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、Ｓ字型やＵ字型の排水管を清掃
する際に排水管内の異物を除去することができ、清掃終了後に簡単に清潔に洗浄すること
ができるような構造を備えた配水管清掃具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的に応えるために本発明（請求項１記載の発明）に係る排水管用清掃具は
、棒状の排水管用清掃具であって、前記排水管用清掃具は弾性部材からなり、前記排水管
用清掃具は一又は複数の突起部を備え、前記排水管用清掃具の断面が略円形又は略楕円形
であることを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば前記排水管用清掃具は、棒状の弾性部材からなることから直線
方向の剛性が高く、使用者がその基端部を把持して排水管に押し込むとＳ字型やＵ字型の
排水管であっても排水管の形状に沿って中に入っていくことができる。
【０００８】
　そして、前記排水管用清掃具を、その基端部の近くまで押し込んでから引き出すと、前
記突起部が排水管の内壁に付着した垢滓等異物を掻き取ることにより、該配水管の内面に
付着した汚れを除去することが可能である。
【０００９】
　本発明（請求項２記載の発明）に係る排水管用清掃具は、第１項に記載の排水管用清掃
具であって前記排水管用清掃具はその外径がその一端である基端側から他の一端である先
端側に向かって徐々に細くなることを特徴とする。
【００１０】
　このような構成によれば前記排水管用清掃具は、その外径がその一端である基端側から
他の一端である先端側に向かって徐々に細くなっているので、排水管内部に付着した垢滓
等異物の内の多くを排水管の奥に押し込んでしまうことはなく、Ｓ字型やＵ字型の排水管
の屈曲方向に沿って挿入することが基端部と先端部の外径が同じものより容易となる。
【００１１】
　本発明（請求項３記載の発明）に係る排水管用清掃具は、棒状の排水管用清掃具であっ
て、前記排水管用清掃具は弾性部材からなり、前記排水管用清掃具は一又は複数の突起部
を備え、前記排水管用清掃具の断面が多角形であることを特徴とする。
【００１２】
　このような構成によれば前記排水管用清掃具には、使用者がその基端部を把持して排水
管に押し込むとＳ字型やＵ字型の排水管であっても排水管の形状に沿って中に入っていく
ことができ、その基端部の近くまで押し込んでから引き出すと、前記突起部が排水管の内
壁に付着した垢滓等異物を掻き取ることにより、該配水管の内面に付着した汚れを除去す
ることが可能である上に、様々なデザイン性を持たせることができる。
【００１３】
　本発明（請求項４記載の発明）に係る排水管用清掃具は、第３項に記載の排水管用清掃
具であって前記排水管用清掃具はその外径がその一端である基端側から他の一端である先
端側に向かって徐々に細くなることを特徴とする。
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【００１４】
　このような構成によれば前記排水管用清掃具は、排水管内部に付着した垢滓等異物の内
の多くを排水管の奥に押し込んでしまうことはなく、Ｓ字型やＵ字型の排水管の屈曲方向
に沿って挿入することが基端部と先端部の外径が同じものより容易となる。
【００１５】
　本発明（請求項５記載の発明）に係る排水管用清掃具は、第３項に記載の排水管用清掃
具であって、前記排水管用清掃具が、長手方向と短手方向を有する板状体からなることを
特徴とする。
【００１６】
　このような構成によれば前記排水管用清掃具は、棒状の弾性部材からなることから直線
方向の剛性が高く、長手方向と短手方向を有する板状体からなることからＳ字型やＵ字型
の排水管の屈曲方向に沿って挿入することが容易であり前記排水管用清掃具を、その基端
部の近くまで押し込んでから引き出すと、前記突起部が排水管の内壁に付着した垢滓等異
物を掻き取ることにより、該配水管の内面に付着した汚れを除去することが可能である。
【００１７】
　本発明（請求項６記載の発明）に係る排水管用清掃具は、請求項５に記載の排水管用清
掃具であって前記排水管用清掃具はその短手方向の長さがその一端である基端側から他の
一端である先端側に向かって徐々に短くなることを特徴とする。
【００１８】
　このような構成によれば前記排水管用清掃具は、その短手方向の長さがその一端である
基端側と他の一端である先端側に向かって徐々に短くなっているので、排水管内部に付着
した垢滓等異物の内の多くを排水管の奥に押し込んでしまうことはなく、Ｓ字型やＵ字型
の排水管の屈曲方向に沿って挿入することが基端部と先端部の短手方向の長さが同じもの
より容易となる。
【００１９】
　本発明（請求項７記載の発明）に係る排水管用清掃具は、請求項１乃至請求項６のいず
れか１項に記載の排水管用清掃具において、前記排水管用清掃具の先端部が尖形形状であ
ることを特徴とする。
【００２０】
　このような構成によれば前記排水管用清掃具は、その尖形形状の先端部により、排水管
内の食物残滓、排泄物や紙等の固形状になった異物を粉砕し、水で流れやすくしたり、清
掃具の突起により掻き取りやすい状態にしたりすることができる。
【００２１】
　本発明（請求項８記載の発明）に係る排水管用清掃具は、請求項１乃至請求項７のいず
れか１項に記載の排水管用清掃具において、前記排水管用清掃具が、生分解性樹脂部材か
らなることを特徴とする。
【００２２】
　このような構成によれば前記排水管用清掃具は、排水管を傷つけることが少なく、また
、清掃作業中に折れたり突起部が欠けたりして、そのまま流れてしまっても、微生物によ
り分解されるので、環境に悪影響を及ぼすことがない。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように本発明に係る排水管用清掃具によれば、排水管内部の異物を効果に
敵に取り除き、また、固形状の異物で排水管が詰まっていてもその異物を粉砕して流れや
すくすることができるという優れた効果がある。
【００２４】
　また、本発明に係る排水管用清掃具によれば、排水管を傷めず、清掃具が排水管内で破
損しても、その破片等が排水管に流れてしまっても、環境に悪影響を与えることはない。
【図面の簡単な説明】
【００２５】



(5) JP 2014-91069 A 2014.5.19

10

20

30

40

50

【図１】本発明に係る排水管用清掃具の一実施例を示し、円柱状の排水管用清掃具の平面
図である。
【図２】図１において先端部と円柱状部材の先端部寄りに設けられた傘状突起の拡大斜視
図である。
【図３】本発明に係る排水管用清掃具の他の実施例を示し、板状の排水管用清掃具の平面
図である。
【図４】図３における板状の排水管用清掃具の側面図である。
【図５】図４における板状部材の先端部寄りに設けられた板状突起の拡大図である。
【図６】図５における板状部材の先端部寄りに設けられた板状突起の斜視図であるである
。
【図７】図３における板状の排水管用清掃具を排水管清掃に使用している状態を示す排水
管の断面図である。
【００２６】
本発明は以上のような構成であるので、これを図面に基づきながら本発明の実施の形態を
説明する。
【実施例】
【００２７】
　図１乃至図２は本発明に係る折りたたみ式収納箱の一実施例を示す。
　これらの図において、全体を符号１０で示すものは本発明を特徴づける円柱状排水管清
掃具である。
【００２８】
　図１において、符号１１は、本発明に係る円柱状排水管清掃具１０を構成する円柱状部
材であり、前記円柱状排水管清掃具１０はこの円柱状部材１１の一端を先端部１２とし、
他の一端を基端部１３とし、前記円柱状部材１１は前記基端部１３から前記先端部１２に
かけて徐々に外径が短くなっていくように構成される。
【００２９】
　図２において、前記円柱状排水管清掃具１０は前記先端部１２を尖形形状とし、前記円
柱状部材１１の先端部１２寄りの部分に傘状突起１４を設けるように構成される。
【００３０】
　図３乃至図６は本発明に係る排水管清掃具の他の実施例を示す。
　これらの図において、全体を符号３０で示すものは本発明を特徴づける板状排水管清掃
具である。
【００３１】
　図３において、符号１１は、本発明に係る板状排水管清掃具３０を構成する板状部材３
２であり、前記板柱状排水管清掃具３０はこの板状部材３１の一端を先端部３２とし、他
の一端を基端部３３とし、前記先端部３２は尖形形状に構成され、板状部材の先端部３２
寄りに板状突起３４を設けるように構成される。
【００３２】
　図４において、前記板柱状部材３１は前記基端部３３から前記先端部３２にかけて短手
方向の長さが短くなっていくように構成される。
【００３３】
　図５及び図６において、前記板状部材３１の前記先端部３２寄りに設けられた板状突起
は、その先端部が前記基端部３３寄りに傾斜するように構成される。
【００３４】
　図７において示すように、前記板状排水管清掃具３０は、長手方向への剛性を備える板
状弾性部材３１により構成されており、その弾性によりＳ字管に沿って挿入することが可
能である。
【００３５】
　前記板状排水管清掃具３０の場合、前記板状部材３１はその長手方向への剛性を備えて
いてもその表裏の方向へは容易に屈曲させることができるため、前記板状排水管清掃具３
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向けるような角度で挿入すると、前記板状部材３１が排水管に沿って挿入されやすくなる
。
【００３６】
　前記円柱状排水管清掃具１０の場合には、弾性部材からなる円柱状部材１１は特定の方
向に屈曲しやすいことはないが、基端部１３から先端部１２にかけて前記円柱状部材の外
径が徐々に細くなるように構成されているため、Ｕ字管やＳ字管に挿入する場合でも屈曲
しやすく、排水管に沿って挿入される。
【００３７】
　なお、前記円柱状排水管清掃具１０や前記板状排水管清掃具３０を構成する弾性部材は
、樹脂製の排水管を傷つけることがないように、樹脂部材とすることが望ましい。
【００３８】
　また、前期樹脂部材を生分解性樹脂部材とすれば、使用中に破損したとしても環境に与
える悪影響は少なく、可燃ゴミと一緒に廃棄することができて使用者にとって便利である
。
【００３９】
　なお、本発明は上述した実施の形態で説明した構造には限定されず、各部の形状、構造
等を適宜変形、変更し得ることはいうまでもない。
　例えば、上述した板状排水管清掃具３０では、板状部材３１が基端部１３から先端部１
２にかけて薄くなるようにするなどの様々な形状としてもよい。
　また、前記円柱状排水管清掃具１０や前記板状排水管清掃具３０に設ける突起について
も、鉤型にしたり先端をささら状にしたりするなどの様々な形状とすることができる。
【符号の説明】
【００４０】
１０　円柱状排水管用清掃具
１１　円柱状部材
１２　先端部
１３　基端部
１４　傘状突起
２１　把持部
３０　板状排水管用清掃具
３１　板状部材
３２　先端部
３３　基端部
３４　板状突起
４１　板状部材の長手方向
４２　板状部材の短手方向
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